
フリーマーケット出店要項・規約

■出店条件
〇出店要項・規約に同意していただける方で、代表者が 1 8歳以上で２名

以上での参加の方
※業者やプロの出店者の方はお断りいたします。また、第三者への出
店権利の譲渡はできません。

■販売可能品目
〇ご家庭にある子ども向け衣類、玩具、日用品、雑貨などの不用品や手作

り雑貨
※飲食物･医薬品･化粧品･家電製品･危険な玩具･その他危険物･盗品や
コピー商品･その他当センターが不適当と判断したものは販売禁止と
させていただきます。

■出店スペース
〇１区画あたり、約 2ｍ×約 1 . 8ｍです。商品の陳列など、必ずスペース

内に収まるようにしてください。

■出店規約
○出店区画の指定はできません。
○出店区画で使用する椅子、机など必要なものは各自でご準備ください。
○商品の価格は良心的で適正な価格をつけ、見やすく表示をしてください。
○商品のクレームや販売品のトラブル等については、当センターでは一切の責

任を負いませんので、各自で対応してください。
○自身の区画からはみ出してのチラシ配布や強引な販売行為は禁止いたします。
○釣銭はあらかじめご準備ください。※両替の対応はいたしません。
○ゴミは各自でお持ち帰りください。
○壁・柱・窓ガラスなどへの張り紙や飾り付けはできません。
○盗難、紛失、故障などのトラブルについて、当センターは一切責任を負いま

せん。
○電源は貸し出しできません。また、危険物の持ち込みや火気の使用はお断り

いたします。
○搬入・搬出の時間については、指定した時間内でお願いします。
○搬入・搬出の際は来館者のご迷惑にならないよう十分にご配慮ください。
〇出店が決定された方には後日、搬入・搬出の詳細をお伝えします。
○出店要項・規約、当センター職員の指示に従っていただけないなど、出店が

不適当と判断した場合は、販売の中止または退場していただくことがあります。
〇開催当日、出店区画の変更の可能性がございます。予めご了承ください。
〇お支払いいただいた出店料は、原則として返金できません。

以上の出店要項・規約を熟読し同意いただける方は、お申込みください。
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※アドレスを書かれている方は、出店の可否の
通知をメールにてお送りいたします。

[お問い合わせ先] 南ふれあいセンター管理事業係
〒702-8021 岡山市南区福田690-1
[TEL] 086-261-7001 [FAX]086-261-7025
[Eメール] m-kouza@mx.okayama-fureai.or.jp
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